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水 道 用 円 形 鉄 蓋 

 

１ 適用範囲 

  この仕様書は、愛知中部水道企業団（以下「企業団」という。）が使用する仕切弁、排水

弁、地下式消火栓及び急速空気弁の水道用円形鉄蓋（以下「鉄蓋」という。）について規定

する。 

  なお、この仕様書に定めのあるものの他は、JWWA B 132 による。 

 

２ 引用規格 

  次に掲げる規格は、この仕様書に引用されることによって、この仕様書の規定の一部を構

成する。 

  これらの引用規格は、その最新版（追補を含む。）を適用する。 

    

  ＪＩＳ Ｂ ０２０５-４ 一般用メートルねじ 第 4 部基準寸法 

  ＪＩＳ Ｂ ７５０２   マイクロメータ 

  ＪＩＳ Ｂ ７５０７   ノギス 

  ＪＩＳ Ｂ ７５１２   鋼製巻尺 

  ＪＩＳ Ｇ ５５０２   球状黒鉛鋳鉄品 

  ＪＩＳ Ｚ ２２０１   金属材料引張試験片 

  ＪＩＳ Ｚ ２２４１   金属材料引張試験方法 

  ＪＩＳ Ｚ ２２４３   ブリネル硬さ試験－試験方法 

  ＪＩＳ Ｚ ８４０１   数値の丸め方 

 

３ 用語の定義 

  この仕様書で用いる主な用語の定義は、次による。 

 

 ３－１ 鉄蓋 

  蓋と受枠の総称 

 

 ３－２ 急勾配受け 

  蓋と受枠との接触面を急勾配とし、嵌合させた際の蓋のがたつきを防止した構造 

 

 ３－３ 蝶番 

  蓋と受枠とを連結し、蓋を開閉するときに回転、旋回の中心として作用する金具 

 

 ３－４ 閉塞蓋 

  雨水、土砂等の流入を少なくするため、蓋の開閉用穴を自動的に塞ぐ小蓋 

 



 ３－５ 形式試験 

  鉄蓋がその設計により決定された形式どおりに作られているかどうかを確認するための

試験 

  なお、形式とは性能、構造、形状及び寸法 

 

４ 種類 

  鉄蓋の種類は、表１による。 

 

   表１ 鉄蓋の種類 

種  類 寸法（呼称） 適     用 

１  号 φ２５０ 呼び径φ３００ｍｍ以下の仕切弁、排水弁 

４  号 φ６００ 

呼び径φ８００ｍｍ以下のバタフライ弁、地下式消火栓 

急速空気弁 

 

５ 性能 

 ５－１ 荷重たわみ性 

  鉄蓋の荷重たわみ性は、１０－４によって試験を行ったとき、表２の規定に適合しなけれ

ばならない。 

 

   表２ 荷重たわみ            単位ｍｍ 

種  類 た わ み 残留たわみ 

１  号 ０．８以下 

４  号 ２．２以下 

０．１以下 

 

 ５－２ 耐荷重性 

  鉄蓋の耐荷重性は、１０－５によって試験を行ったとき、鉄蓋に割れ及びひびがあっては

ならない。 

 

 ５－３ 操作性 

  蓋の操作性は、１０－６の試験を行ったとき、蓋の開閉、回転、旋回が容易に行われ、操

作時に蓋の逸脱があってはならない。 

 

 ５－４ がたつき防止性 

  蓋のがたつき防止性は、１０－７の試験を行ったとき、蓋と受枠とのがたつきがあっては

ならない。 

 

 



６ 構造、形状及び寸法 

 ６－１ 構造及び形状 

  １） 蓋と受枠との接触面は、機械加工して急勾配受けとし、蓋のがたつきを防止できる

構造とする。 

     なお、勾配は、衝撃による蓋の飛び上がりを防止できる角度とする。 

  ２） 蓋と受枠とは、蓋の逸脱防止のため、蝶番にて連結した構造とする。 

  ３） 受枠とボックスの上部壁とは、ボルトにて緊結できる構造とする。 

  ４） 開閉器具用穴は、１箇所以上設ける。 

  ５） 蓋の表面には、すべり止めのための模様を設ける。 

  ６） 蓋の表面には、弁栓類等を識別するため、文字、記号等を入れる。 

  ７） 空気弁用鉄蓋は、蓋上面に空気抜き穴を設けることができる。 

     なお、急速空気弁用鉄蓋は、排気が十分可能な空気抜き穴を設けることができる。 

  ８） 雨水及び土砂の流入をできるだけ防止するため、蓋には閉塞蓋を取付ける。 

 

 ６－２ 寸法 

  鉄蓋の主要寸法は、付表１による。 

 

７ 外観 

 ７－１ 鉄蓋の外観 

  鉄蓋の内外面は、滑らかで、こぶ、きず、鋳ばり、巣等の有害な欠点があってはならない。 

  ただし、軽微なもので注文者の承認を得た場合は、アーク溶接等による補修を行うことが

できる。 

 

 ７－２ 塗装後の外観 

  塗装後の外観は、塗り残し、あわ、ふくれ、はがれ、異物の付着、塗りだまり、著しい粘

着、その他使用上有害な欠点があってはならない。 

 

８ 塗装 

  鉄蓋の塗装は、密着性に富み、防食性及び耐候性に優れたものを用いる。 

 

９ 材料 

  鉄蓋の材料は、通常の使用及び施工に十分耐えられるだけの強度及び耐久性を有しなけれ

ばならない。 

  なお、材料は、JIS G 5502 に規定する球状黒鉛鋳鉄品と同等以上のものとし、１０－３－

１から１０－３－３によって試験を行ったとき、表３の規定に適合しなければならない。 

 

 

 



   表３ 材料 

種  類 記  号 

引張強さ 

Ｎ／ｍ㎡ 

伸  び 

％ 

硬  さ 

ＨＢＷ 

黒鉛球状化率 

％ 

４ 号 ＦＣＤ７００ ７００以上 ５～１２ ２３５以上 

蓋 

１ 号 

受枠及び蝶番 

ＦＣＤ６００ ６００以上 ８～１５ ２１０以上 

８０以上 

 注記 １Ｎ／ｍ㎡＝１ＭＰａ 

 

１０ 試験方法 

 １０－１ 外観及び形状 

  鉄蓋の外観及び形状は、目視によって調べる。 

 

 １０－２ 寸法 

  鉄蓋の寸法は、JIS B 7502 に規定するマイクロメータ、JIS B 7507 に規定するノギス、JIS 

B 7512 に規定する鋼製巻尺、又はこれらと同等以上の精度を有する計測器によって測定する。 

 

 １０－３ 材料試験 

  材料試験は、JIS G 5502 の 12（試験）に規定された方法によって供試材の予備を含め３個

鋳造し、そのうち１個の供試材を用いて次によって行う。 

 

  １０－３－１ 引張試験 

   引張試験は、供試材から JIS Z 2201 の４号試験片を作成して、JIS Z 2241 によって引

張強さと伸びを測定する。 

 

  １０－３－２ 硬さ試験 

   硬さ試験は、供試材から作製した試験片を用いて、JIS Z 2243 によって硬さを測定する。 

 

  １０－３－３ 黒鉛球状化率判定試験 

   黒鉛球状化率判定試験は、１０－３－２の試験を行った試験片をよく研磨し、JIS G 5502

の１２．６（黒鉛球状化率判定試験）によって行う。 

 

 １０－４ 荷重たわみ試験 

  鉄蓋の荷重たわみ試験は、供試体をがたつきのないように試験機定盤上に載せ、次に蓋の

上面中心部に厚さ６ｍｍの良質のゴム板を敷き、その上に鉄製載荷板を置く。 

  そして、この箇所に表４に示す試験荷重を一様な速さで５分間以内に加え、たわみを測定

する。 

  このとき、試験前にあらかじめ蓋と受枠とを食い込み状態にするため、試験荷重と同一の

荷重を加え荷重を取り除いた後に試験を行う。 



  試験は、規定の荷重を加え１分間保持した後、このときのたわみを測定する。 

  また、残留たわみは荷重を取り去った後のたわみを測定する。 

  なお、たわみの測定は、図１による他、蓋中心及び中心を通る直線の両端の３箇所にダイ

ヤルゲージを配置し、その差によってもよい。 

 

   表４ 荷重たわみの試験荷重 

種  類 載荷板 ｍｍ 試験荷重 ｋＮ 

１  号 φ１７０ 厚さ５０ ５５ 

４  号 ２００×５００ 厚さ５０ ２１０ 

 

   図１ 耐荷重試験方法 

 

 

 

  １０－５ 耐荷重試験 

  鉄蓋の耐荷重試験は、１０－４と同様の方法によって表５に示す試験荷重を負荷した後、

割れ及びひびの有無を目視によって調べる。 

 

 



   表５ 耐荷重性の試験荷重 

種  類 載荷板 ｍｍ 試験荷重 ｋＮ 

１  号 φ１７０ 厚さ５０ １８０ 

４  号 ２００×５００ 厚さ５０ ７００ 

 

 １０－６ 操作性試験 

  蓋の操作性試験は、蓋の開閉、回転、旋回の操作及びそのときの蓋の逸脱の有無について

確認を行う。 

 

 １０－７ がたつき防止性試験 

  蓋のがたつき防止性試験は、蓋と受枠とを嵌合させ、プラスチックハンマーなどで、蓋の

中央及び端部付近をたたき、がたつきの有無を目視によって確認する。 

 

 １０－８ 試験結果の数値の表し方 

  試験結果の数値の表し方は、JIS Z 8401 によって丸める。 

 

１１ 形式試験 

  形式試験は、鉄蓋の種類ごとに製造業者の製作図、製作仕様書及び仕様書の６から９、並

びに１３の規定に適合していることを確認した上で、１０－４から１０－７の試験を行い、

５の規定に適合しなければならない。 

  なお、製造業者は、試験結果を記録、保存し、注文者の要求がある場合は提出しなければ

ならない。 

 

１２ 検査 

  検査は、この仕様書に基づき製作された製品から３組を準備し、そのうちの１組について、

検査員の立会いのもと次の項目について行い、仕様書の５から７、９及び１３の規定に適合

しなければならない。 

  １） 操作性検査 

  ２） がたつき防止性検査 

  ３） 構造及び形状検査 

  ４） 寸法検査 

  ５） 外観検査 

  ６） 材料検査 

  ７） 表示検査 

  なお、検査に要する費用は、愛知中部水道企業団水道用資材の製作者に関する要領第５条

第３項の規定による。 

 

 



１３ 表示 

  蓋の裏面には、次の項目を鋳出し、又は容易に消えない方法で表示しなければならない。 

  １） 材料記号（ＦＣＤ７００など） 

  ２） 製造年又はその略号 

  ３） 製造業者名又はその略号 

 

１４ 付加仕様の指定 

  円形４号鉄蓋では、スリップ防止機能を指定する（地下式消火栓は除く。）。 

  また、円形４号鉄蓋で日本水道協会規格に定めのない部分は、別紙の「スリップ防止に関

する基準」のとおりとする。 

 

１５ 特別仕様 

  アイボルトの取付けを条件とする。 

  アイボルトの材質は SUS304 とする。 

  アイボルトの取付位置は、付表２から付表３を標準とし、鉄蓋の開閉作業に影響がなく、

かつ強度を損なわない位置で、鉄枠にナットにて固定する。 

 

１６ 団章の標示 

  愛知中部水道企業団の団章を表面に鋳出しするものとし、団章は付表４のとおりとする。 

  地下式消火栓のデザイン等は、事前に市町の消防担当課及び各消防署に了承を得るものと

する。 

 

１７ 開閉工具 

  鉄蓋の開閉は、別に定める付表５の開閉工具とする。 

 

１８ 技術仕様書の発行 

  本仕様書の発行は、平成２０年８月１日とする。 

 

１９ 疑義 

  以上の事項に該当しない疑義は、協議の上決定するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 



スリップ防止に関する基準 

１ 蓋の表面構造 

  蓋の表面構造は、雨天時等でスリップしやすい路面状況において、二輪車等がスリップに

よる転倒の危険性又は心理的な不安を感じずに蓋の上を通行できる摩擦係数を有する製品

であり、下記の性能、基本構造を有すること。 

  １） 鋳鉄製蓋で二輪車等のすべりに対しタイヤのグリップ力を高めるため、表面構造は

方向性のない独立した凸部の規則的な配列と適切な高さであること。 

  ２） 初期状態だけではなく、鉄蓋の耐用年数（＊１）に対し表面が磨耗した場合におい

ても、限界摩擦係数を有すること。 

     また、そのために蓋の材質が一定の摩擦性能を有すること。 

  ３） 取替え時期が容易に識別できるように蓋の表面にはスリップサインを設けてあるこ

と。 

  ４） タイヤのグリップ力を長期的に維持でき、雨水及び土砂を排出しやすい構造である

こと。 

  ＊１ 鉄蓋の耐用年数とは日本下水道協会のマンホール蓋の耐用年数と同じ 15 年をいう。 

 

２ 初期性能 

  初期性能は、蓋表面粗さＲａ３以下の供試体で、表１の水準を確保できること。 

   表１ 初期性能 

項  目 
水     準 

ＡＳＴＭ規格及び日本道路協会の舗装性能評価法に準拠しているＤＦテス

ターＲ８５又はその機械と同等以上の摩擦抵抗測定機により６０ｋｍ／ｈ

時の動摩擦係数が規定値以上であること。 

動摩擦係数 

動摩擦係数０．６０以上 

 

３ 限界性能 

  限界性能は、蓋の表面を３ｍｍ磨耗させ、表面平均粗さＲａ３以下の供試体で、表２の水

準を確保できること。 

   表２ 限界性能 

項  目 水     準 

ＡＳＴＭ規格及び日本道路協会の舗装性能評価法に準拠しているＤＦテス

ターＲ８５又はその機械と同等以上の摩擦抵抗測定機により６０ｋｍ／ｈ

時の動摩擦係数が規定値以上であること。 

動摩擦係数 

動摩擦係数０.４５以上 

注記 各製作者の製品試験により、警察庁発表のアスファルト路面の動摩擦係数０.４５以上を

確保できるものをスリップ防止機能とする。 

 



付表１ 鉄蓋の主要寸法 

 

 

   鉄蓋の主要寸法表                           単位ｍｍ 

Ａ，Ａ´（参考） Ｂ Ｃ Ｄ 

種 類 

寸法 許容差 寸法 許容差 寸法 許容差 寸法 許容差 

１ 号 ２３０ ２５０ ±３．１ ３１０ ±３．１ ３６０ ±３．１ 

４ 号 ６３０ 

±０．３ 

６００ ±３．５ ７００ ±４．０ ７６０ ±４．０ 

Ｅ Ｆ Ｇ 

種 類 

寸法 許容差 寸法 許容差 寸法 許容差 

１ 号 １５０ ±２．５ １６ ±１．５ ２５ ±１．６ 

４ 号 １００ ±２．２ ２２ ±１．６ ４０ ±１．８ 

注ａ）蓋の補強リブを設けた場合を示す。 

 注記１ Ａ蓋の外径寸法、Ａ´は受枠の内径寸法を示す。 

 注記２ Ｂは、受枠のフランジ内径の寸法であり、有効内径とは異なる。 

 注記３ ボックスと緊結するボルトは、１号は JIS B 0205-4 のＭ10、４号はＭ16 を標準と

する。 

 



付表２ 円形１号アイボルト取付標準図 

 

φ230~250 

φ216~230 



付表３ 円形４号アイボルト取付標準図 

 

φ618~620 

φ600 



付表４ 愛知中部水道企業団の団章 

 

 

 

 

 【比例図】 

 

 

 

 

 

 

 

 



付図５ 開閉工具詳細図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


